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〓研修・講習会〓 

 

 

 

 

指定自動車整備事業の適切かつ円滑な運営を図るため、標記講習会を山梨運輸支局のご協力を頂

き、下記により開催致します。 

受講対象者は、必ず受講されますようお願いします。 

 

１．講習対象者 ① 指定整備事業者 

         ② 事業場管理責任者（保安基準適合証交付者） 

         ③ 主任技術者 

         ④ その他指定整備事業に携わる中間管理者 

 

２．開催日時  ２月１９日（水） 

 

 

午前の部 

 

 

午後の部 

 

 
 
３．開催場所  （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

４．受 講 料  １名 ２,５００円（テキスト代を含む） 
 
５．そ の 他  受講修了証明を致しますので、自動車整備技能者手帳をご持参下さい。 

 

※４月１日施行予定の特定整備制度についての説明を併せて行います。 

 

 

 

 

１月２４日（金）に（一社）山梨県自動車整備振興会にて初級学科試験、初級実技試験が行われ

ました。結果は下記の通りです。 

対象者 
主任技術者 

中間管理者 

受  付 ９：００～９：３０ 

講  習 ９：３０～１２：００ 

対象者 

指定整備事業者 

事業場管理責任者 

（保適交付者） 

受  付 １３：００～１３：３０ 

講  習 １３：３０～１６：００ 

実施日 
初級学科試験 初級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

１月２４日（金） １ １ １００ １ １ １００ 

指定自動車整備事業者等講習会を開催します 

外国人自動車整備技能実習評価試験の報告について 
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昨年５月道路運送車両法の一部が改正され、２月に関係省令・告示公布、４月１日改正法及び関

係省令が告示施行されます。 

分解整備の対象装置として「自動運行装置」を追加するとともに、「分解整備」の範囲が拡大さ

れ「特定整備」に改められることになります。 

つきましては、この新たな認証制度となる「特定整備」に関する説明会を、山梨運輸支局担当官

を招いて下記により開催致しますのでご出席をお願いします。 

 

１．会 場 （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂  

 

２．日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      上記日程で都合が悪い場合は、何れかの日程でご出席をお願いします 

 

３．受 付 【午前の部】 ９：００～９：３０  【午後の部】１３：００～１３：３０ 

 

４．内 容  ・特定整備の概要 

      ・自動車特定整備事業の認証 

      ・自動車点検基準の改正 

       ・指定整備の取扱い 

       ・質疑応答 

 

５．受講料  無料 

 

※ 説明会の内容は、２月１９日(水)に開催の指定整備事業者等講習会と概ね同じ内容となります。 

 

 

 

 

 

特定整備制度説明会の開催について 

月　日 時　間 該 当 支 部

午前の部 甲府東・甲府西・甲府南・甲府北

9:30～11:30 峡北・韮崎

午後の部 南アルプス南・南アルプス北・市川

13:30～15:30 南巨摩南・南巨摩北・東八

午前の部 日下部・塩山・岳麓・大月・都留・上野原

9:30～11:30 その他
　 　３月１３日（金）　

　　３月　２日（月）



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）開講日時 Ａコース：４月２日（木）３日（金）
Ｂコース：４月６日（月）７日（火）

８：３０～１７：３０

２）受 講 料 ８，３６０円（税込み）
（1名・税込） （４月に山梨県職業能力開発協会から請求書が郵送され、銀行振込のみの取扱いとなります。

　振込手数料は、御社でご負担をお願いします）

３）内　　容 ◆社会人としての心構え ◆仕事の効果的な進め方

◆電話による応対 ◆指示・命令の受け方

◆報告の仕方 ◆名刺の渡し方と受け方

◆応対の仕方（お辞儀の仕方、言葉づかい、茶菓の出し方）　　　など

４）定　　員 ２０名 （定員になり次第締めきります）

５）募集期間 ３月６日（金）１６時締切

　・別紙受講申込書にご記入のうえ、山梨県職業能力開発協会へＦＡＸ（055-243-4919）

　　でお申し込み下さい。

　・応募が少ない場合は、開催中止となることがあります。

６）会　場 山梨県職業能力開発協会（県立中小企業人材開発センター）

（お問合せ） 　　〒４００－００５５　甲府市大津町２１３０－２

　　ＴＥＬ：０５５－２４３－４９１６ ＦＡＸ：０５５－２４３－４９１９

　　ＵＲＬ：http://www.yavada.jp/

⃬ 令和２年度 新入社員の方 ⃬

社会人としての心構え、仕事の進め方の基本、
職場の生活ルール・エチケット等を学びます。
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電話：０５５－２４３－４９１６

次のコースを受講したいので申込みます。

コース名

（　4月　　　日開講）

コース番号

※事業所名は必ず記入してください。

事業所名 ☑　会員

FAX番号 E-mail

※会員とは、山梨県職業能力開発協会の会員です。 区分

　　不明の場合は、当協会にお問い合せください。 工業・鉱業等

※右の表で、A・Bの要件、どちらか一方でも満たしていれば 卸売業

　　中小企業です。表を参考に企業規模欄をつけてください。 小売業

サービス

職種

役職名

※ＦＡＸで受講の申込みをされる方は、電話での確認をお願いします。

※ご記入いただいた内容は、訓練の管理・運営以外の目的には使用いたしません。

ＦＡＸ：０５５－２４３－４９１９

（山梨県自動車整備振興会会員）

山梨県職業能力開発協会　行

男
・
女

〒　　　　　　－

能力開発セミナー受講申込書（山梨県職業能力開発協会）

５千万円以下

男
・
女

〒　　　　　　－

A：資本金額

５千万円以下

B：労働者数

３億円以下 ３００人以下

１００人以下

５０人以下

〒　　　　　　－
男
・
女

男
・
女

〒　　　　　　－

電話番号

男
・
女

受講者名
ふりがな 現住所

雇用保険
被保険者番号
（４－６－１桁）

性
別

生年月日
（和暦）

〒　　　　　　－

１億円以下

１００人以下

電話番号

N－

□　会員外

□　大企業

□　中小企業

企
業
規
模

（氏名）

〒               －

所在地

申込み責任者　（所属名）

新入社員セミナー
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 関東運輸局から、令和元年度自動車整備人材確保セミナーの開催について、下記のとおりプレス

リリースされましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車整備人材確保セミナー開催について 



 16 
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１．募集種目   

  一級小型自動車（Ａ課程）・二級ガソリン・三級ガソリン 

 

２．募集人員 

種目 募集人員数 

一級小型自動車（A課程） ２０ 

二級ガソリン ４０ 

三級ガソリン ４０ 

 

（受講希望人員１０人未満の場合は、開講しない場合があります。）  

 

３．受講申込み 

①申込期間 ３月 ９日（月）～４月１０日（金） 

②受講申込み方法 受講希望者は受講申請書（教育課窓口にあります）に必要事項を記入の上 

受講料を添えてお申し込み下さい。 

受講者の都合により未受講となった場合、受講料の返却はいたしません。 

 

４．受講料  

種 目  受講料 備 記 

一級小型自動車  

（Ａ課程） 

会員 ９２,８００ 

受講料には、テキスト代・資料

代を含みます。 

会員外 １３２,６００ 

二級ガソリン 
会員 ５９,８００ 

会員外 ８６,０００ 

三級ガソリン 
会員 ５９,８００ 

会員外 ８６,０００ 

 

５．講習日程予定  

   講習日程表は概ね下記の曜日を計画していますが、決定した講習日程表は受講者へ開講式の

日にお渡しします。 

 

① 一級小型自動車（Ａ課程） 原則 木曜日の３０日間を予定 

② 二級ガソリン       原則 火、金曜日の２０日間を予定（土曜日１日含む） 

③ 三級ガソリン       原則 火、金曜日の２０日間を予定 

⑤ 講習時間         ９：１０～１５：５０（ １日６時限 ） 

⑥ 開講式・全課程      令和２年５月１２日（火） 

受付８：３０～８：４５、開講式９：００  

２級、３級ガソリンは、開講式終了後、講習を実施。 

         一級課程は開講式のみを行った後、各課の予定等の 

オリエンテーションを実施します。 

・一級小型自動車      修了式（予定） ２０２１年 ３月 初旬 

・二級か・三級か       修了式（予定）  ２０２０年 ９月 下旬 

第１３５期技術講習所受講生募集のご案内について 
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６．受講資格（実務経験は講習修了日までとする） 

 

一級小型自動車 

（Ａ課程） 

二級ガソリン及び二級ジーゼル整備士の両資格取得者で、い

ずれか一方の技能検定合格の日から自動車の整備作業に関

して３年以上の実務経験を有する者 

二級ガソリン 

三級の技能検定に合格した者で技能検定合格の日から自動

車の整備作業に関して３年以上の実務経験を有する者 

（大学機械科卒１.５年、高校機械科卒２.０年） 

三級ガソリン 
自動車の整備作業に関して、１年以上の実務経験を有する者 

（大学機械科卒０.５年、高校機械科卒０.５年） 

 

７．受講修了特典として各科目の検定実技試験が免除されます！ 

   検定実技試験免除は、各科講習修了日より２年間を超えると無効になりますので、 

この期間内で登録学科試験を受験、合格した後、全部免除申請として国に申請し 

整備士資格を受けて頂くこととなります。 

詳細は整備振興会、教育課までお問い合わせ下さい。 

 

８．その他 

① 本講習は検定試験の実技試験免除の講習です。 

② 受講者は、白色作業服を着用していただきます。 

③ デジタルサーキットテスタをご用意下さい（ポケット型は不可） 

   ※ 自動車整備商工組合購販課で取り扱っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標記講習会は、１月２７日（月）振興会研修センターにて１２名の受講者にて開催しました。 

本講習内容を再確認し、安全第一を常に心がけ、今後の作業を行われるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金  額（税込） 

☆白色作業服 
３,７４０円（Ｓ～３Ｌまで） 

４,０３０円（４Ｌ～ＢＸＬ） 

☆デジタルサーキットテスタ ７,３３０円 

ウインチ運転者特別講習会の報告について 
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スキャンツール活用事業場認定要件である、標記研修会を下記により開催します。 

 

◇受付期間  ２月２１日（金）まで 

◇講習日時  ３月 ２日（月）９：３０～１６：３０ 

◇講習会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 学科教室、実習場 

◇対 象 者  次のいずれかの方 

（１）スキャンツール基本研修（外部診断機取扱等講習）修了者 

（２）平成１３～１５年度の３年間のいずれかの整備主任者研修においてスキャン

ツールを使用した研修を受講した者。 

（３）振興会の行ったスキャンツール研修の内、上記整備主任者研修の内容と同等

以上（研修時間は問わない）の研修を受講した者 

（平成２８年１０月２日（日）、３日（月）に行なった「スキャンツール取

扱い講習」も対象となります） 

（４）スキャンツールメーカー、損害保険会社、電装品組合等が実施した（する）

整備事業者向けの研修で、スキャンツール活用研修会実施要領で定めた研修

内容、研修時間、教材、指導員が基本研修と同等以上の研修を受講した者。 

  （不明な方は教育課までご相談ください） 

◇講  師   ディーラートレーナーを予定、技術講習所講師 

◇講習内容  （学 科） １．スキャンツールの機能（再確認） 

２．ＦＡＩＮＥＳからのデータ取得 

３．エンジン電子制御システムの各構成要素の仕組み 

                       ４．自己診断と空燃比制御 

（実 習） １．スキャンツール操作方法 

２．正常時データの収集           

３．正常時と異常時のデータ比較による故障診断 

４．診断コードに出ない故障をデータモニタで確認 

◇定  員  ２０人（定員になり次第締切とさせて頂きます） 

◇受 講 料  ５,３００円（資料代含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本研修
受講日

修了番号　　年　　　　月　　　　日
基本

研修名

スキャンツール応用研修会

認証番号 　　８　- 事業場名

（ふりがな）
受講者名

生年月日
平成
昭和

年　　　　　月　　　　　日

スキャンツール応用研修会のご案内について 
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自動車のタイヤ組み付け時の空気充填作業において、慣れた作業と思っても重大な事故に発展す

ることもあります。 

自動車のタイヤ交換時の空気充填作業に関しましては、労働安全衛生法第５９条、規則第３６条

３３号の規定により「安全に関する特別教育」の受講が義務付けられています。 

既にホイールに取り付けられた状態での規定空気圧調整に関しては対象外となりますが、タイヤ

交換等の作業に於いてのタイヤ空気充填作業に対しては対象となりますのでご注意ください。 

重大事故が発生しないよう安全確実な作業を実施して頂きたく、下記の通り有資格者免除要件を

使い、以下の整備士検定に合格された方を対象に法令講習を行います。 

 多くの会員皆様の受講をお待ちしています。 

 

［有資格免除要件について］ 

＊事務連絡 （平成２年９月２６日付け労働省労働基準局安全衛生部計画課長名） 

  ＊労働安全衛生規則第３６条３３号関係 

     ・次に掲げる者は、労働安全衛生規則第３６条３３号の業務に係る特別の教育の科目（法令

関係を除く。）について、同規則 37 条の「十分な知識及び技能を有していると認められ

る者」として差し支えないものであること。 

・昭和５９年４月２０日付け基発第１９５号「タイヤ空気充てん業務の作業者に対する安全

教育について」に基づく安全教育を終了した者。 

・自動車整備士技能検定規則（昭和２６年運輸省令第 71 号）に基づく次の技能検定に合格し

た者 

      イ  一級四輪自動車整備士     ホ  三級自動車ガソリン・エンジン整備士 

ロ  二級ガソリン自動車整備士   へ  三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 

      ハ  二級ジーゼル自動車整備士   ト  三級自動車シャシ整備士 

二  二級自動車シャシ整備士     チ  自動車タイヤ整備士 

 

◇受付期間  ２月２１日（金）まで 

◇講習日時  ３月９日（月）  １３：００～１５：００ 

◇講習場所  （一社）山梨県自動車整備振興会  研修センター 

◇担当講師  振興会技術講習所講師 

◇受講要件  上記イ～チの自動車整備士技能検定合格者 

        （検定合格証のコピー提出又は整備士手帳の提示をお願います） 

◇講習内容  関係法令について 労働安全衛生法、労働安全衛生規則、関係通達、道路運送車両法等 

◇定  員  ５０名（先着順、定員になり次第締め切りとします。） 

◇受 講 料  ４,６００円（自動車用タイヤの選定、使用、整備基準 JATOMA テキスト代含む） 

 

 

 

タイヤ空気充填特別講習について 
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標記研修を次のとおり実施致します。 

該当事業場には事前に通知致しますので、必ず受講されますようお願い致します。 

 

 研修対象者は、 各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 

 

◇研修会場  （一社）山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

 

◇担当講師  各ディーラー技術担当者 

 

◇研修内容  学科：新機構・新装置  

実習：電気配線図を活用する診断技術（エンジン系統）  

 

◇受 講 料  ６,９５０円（テキスト代含む） 

            【使用テキスト】 

           ・平成３１年度版 自動車整備新技術（学科研修用） 

           ・平成３１年度版 自動車整備新技術（実習研修用） 

 

開催日 学科（学科） 実習（小型） 実習（大型） 

２月１３日（木） トヨタ トヨタ いすゞ 

２月２１日（金） 二輪 二輪  

 

 

 

 

 

 

 

例）平成30年12月10日
整備士の

種類

例）二級ガソリン自動車整備士
証書
番号

例）関東二か第123456号
合格

年月日

タイヤ空気充填特別講習

認証番号 　　８　- 事業場名

（ふりがな）
受講者名

生年月日
平成
昭和

年　　　　　月　　　　　日

自動車整備主任者（技術）研修のご案内について 
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教育実習棟の四輪アライメントテスタ及びリフトについては、教育機材としての活用に限らず 

組合員の皆様にも有効にご利用頂くため、「四輪アライメント講習」受講済み組合員を対象に有

償で貸出しております。 

なお、四輪アライメント講習を未受講の方でもテスタの利用を希望される場合は「個別講習によ

る測定」を有償にて利用も可能ですので事前にご相談下さい。 

個別講習は１名１１,０００円（税込）。次回からは「講習受講済者」として扱い、 

１回、１台３,３００円（税込）の料金で利用できます。 

 

１月度の利用は、 ７件の四輪アライメント・テスタの利用がありました。 

 

１．トヨタ プリウス     フロント及びリヤトー並びにリヤキャンバ基準値外 

     ZVW50          前後トー調整 

                  試運転の結果良好 

２．トヨタ パッソ      フロント左事故損傷 

     KGC10           フロントトー基準値外 

                  前後トー調整 

                  試運転の結果良好 

３．トヨタ アルファード     フロント部修理後のアライメント確認 

     ANH10           測定確認のみ 

４．ダイハツ ムーヴ     左側面事故修理からアライメント確認 

     LA110S          測定したところ基準値内 

５．スズキ イグニス     フロント左、下部からの異常突き上げ 

     FF21S           左トーにずれ 

トー調整。良好 

６．マツダ ロードスター   フロント右事故。ロアアーム交換後アライメント測定 

   NA6CE           フロント及びリヤトー、フロントキャスター基準値外 

トー、キャスタ調整 

                  試運転の結果良好 

  ７．スズキ アルト      リヤ左事故修理後のアライメント確認 

     HA35S          フロントトーの狂い 

                 トー調整後試運転の結果良好 

 

 

スキャンツール利用状況について（１月分） 
１月度の利用は、９台でした。 

機種 ＨＤＭ３０００ ＤＳＴ－２ Ｇ-Ｓｃａｎ ＤＴ－３３００ その他 合 計 

貸出数 ２ ２ ５ ０ ０ ９ 

 

 

 

四輪アライメントテスタ利用について 
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